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新型コロナウイルス感染防止に対する公民館事業の対応について 

 

本日、県の「感染拡大注意報」が 7月 10日（日）まで延長されました。 

6月 3日付で通知した通り、公民館については、６月１３日（月）から、現在の対応「段階

２」を「段階１」へ変更します。また、熱中症予防の観点から、マスク着用についても見直しを

行いますので、適切に対応をお願いします。（下記②参照） 

今後も引き続き、館内における感染拡大防止策の徹底をお願いします。 

 

【段階の基準】（令和 4年 6月 3日付け事務連絡通知参照）  6月 13日から適用 

段 階 １（6/13～） ２ ３ ４※4 ５※1 

県警報等 注意報以下 警報 特別警報 緊急事態宣言  

使用時間 
※3 

９～２１ ９～２１ ９～２０※2 ９～１９※2 ― 

同時使用 〇 〇 〇 × × 

事 業 通常どおり 室内は２時間/回 室内は 1時間/回 中止 中止 

自 主 

グループ 
通常どおり ２時間/回 １時間/回 中止 中止 

貸 館 通常どおり ２時間/回 
市内の団体 

1時間/回 

地域団体 

1時間/回 
中止 

 

※1：段階の『５』は公民館内で感染者を確認された場合で、当該公民館のみ適用。 
※2：国や県の行動制限や休業要請等がある場合には、その内容に合わせ制限する。 
※3：オンラインで行う教育事業、貸館での会議については、通常の開館時間内において時間の制限

なしでの開催可。 
※4：教育事業をオンラインで開催することは可。但し、講座等参加者が集会場など館外で集まって

オンライン受講することは不可（学校、児童館等、参加者が常時集まっている場合は除く）。 

 


